
はじめに

本学保健福祉学科保健福祉専攻における認定
心理士資格養成は、開学から丸4年が経過した
2003年度から開始された。2006年度の卒業生か
ら条件を満たした者は認定心理士資格の申請が
可能となり、それ以来約10年間、筆者らは学生
の資格申請に携わってきた。今回は、認定心理
士取得へ向けたカリキュラム構成を改めて紹介
するとともに、近年の資格取得の状況について
報告すること、その上で問題点と今後の課題に
ついて整理することを目的とした。

 
認定心理士とは何か

認定心理士とは、正確には「社団法人日本心
理学会認定心理士」と称される。日本心理学会
とは、1927年に創立された心理学の最も古い総
合的な学会であり、2011年には公益財団法人と
して認可され、2012年₃月末現在の会員数は
7400名の学会である(日本心理学会, 2015)。

さて、認定心理士とは、四年制大学を卒業し
学士を取得した者、あるいは大学院修士課程を
修了し修士の学位を取得した者のうち、16歳以
降の₂年以上を日本に滞在している者で、指定
された心理学関係の所定の単位を取得してい
る者に与えられる資格である(公益社団法人日
本心理学会, 2014)。大学の学部教育において所
定の心理学関連講義等の単位を取得し卒業した
者が得る資格であると言えよう(他の協会資格
は、大学院修士課程修了を原則としているとこ
ろが多い)。

次に、資格取得に必要な心理学関係の所定の
単位は次の通りである(表₁に所定の単位の内
訳と本学の開講科目との関係を示した)。つま
り、基礎科目として12単位以上を取得すること
に加え、選択科目として₅領域(知覚心理学・
学習心理学、生理心理学・学習心理学、教育心
理学・発達心理学、臨床心理学・人格心理学、
社会心理学・産業心理学)のうちから₃領域以
上で、各々少なくとも₄単位以上、合計36単位
以上が必要となる。さらには、基礎科目におい
て心理学概論を₄単位以上、心理学研究法及び
心理学実験演習から₈単位以上(うち₄単位以
上を心理学実験演習)の習得が求められる。一
方、本学で開講されている科目は、基礎科目に
おいては心理学概論として心理学概論、心理
学、教育心理学の各₂単位で計₆単位、心理学
研究法として心理学研究法、心理検査法の各₂
単位で計₄単位、心理学実験実習として心理学
基礎実験Ⅰ、心理学基礎実験Ⅱの各₂単位、
計₄単位の小計10単位である(心理学基礎実験
Ⅰ及び心理学基礎実験Ⅱの内容については後
述)。選択科目においては知覚心理学・学習心
理学として学習心理学、認知心理学の各₂単
位、計₄単位、生理心理学・学習心理学として
生理心理学、神経心理学の各₂単位、計₄単
位、教育心理学・発達心理学として生涯発達心
理学の2単位、臨床心理学・人格心理学として
人格心理学、障害者心理学、健康心理学、臨床
心理学、カウンセリング、福祉心理学の各₂単
位、計12単位、社会心理学・産業心理学として
社会心理学の₂単位の小計24単位、合計で36単
位である。なお、本学科においては上記のうち
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動作、ロールシャッハ・テスト、同時対比が取
り上げられ、データの収集から集計、分析、レ
ポートの書き方まで指導が行われている。

ここまで述べた開講科目と担当教員の一覧等
は、年に一度日本心理学会宛に届け出され、実
際に認定が可能か審査を受けている。それゆ
え、資格申請を希望する学生は、上記開講科目
を全て履修し卒業までに単位を修得していれ
ば、資格の認定が得られることとなる。本専攻
では、心理学基礎実験Ⅱの終了時に認定心理士
資格の概要とその申請方法について説明し、そ
の後も卒業前に資格申請に必要な書類の書き方
などについても指導の機会を設けている。それ
らを通じて、学生が卒業後に円滑に資格申請が
できるように具体的な支援をおこなってきたと
ころである。

心理学概論のみが基礎科目、残りの全ての科目
が専門科目として位置づけられている。また、
卒業研究₄単位を申請時に取得単位として算入
することも可能であるが、それらを算入しなく
とも認定心理士の取得申請ができるカリキュラ
ムとなっている。

なお、心理学基礎実験は演習として換算され
るため、₂単位を取得するには通常の₃倍の時
間数が必要な科目である(週₃コマ×15週で₂
単位の計算である)。具体的なカリキュラムと
しては、少人数による₇つの個別の実験を班ご
とにローテーションで行うことを中心としてい
る。心理学基礎実験Ⅰにおいては、社会的相互
作用の観察、時間知覚、鏡映描写、幾何学的
錯視、短期記憶、心理検査、運動残効が、心理
学基礎実験Ⅱにおいては、社会的認知、バイオ
フィードバック、問題解決、触二点弁別、追従
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保健福祉専攻における認定心理士取得の位置づ
け

保健福祉専攻において、在学中に取得を目指
す第一の資格は社会福祉士国家試験受験資格で
ある。卒業要件となる124単位の内訳は基礎科
目が29単位で、それ以外の95単位が専門科目
に位置づけられている。ここから基礎演習Ⅰ
(₁年通年必修₁単位)、基礎演習Ⅱ(₂年通年必
修₁単位)、保健福祉セミナーⅠ(₃年次必修₂
単位)、保健福祉セミナーⅡ(₃年後期必修₂単
位)、卒業研究(₄年通年必修₄単位)の合計10単
位を除く85単位が学生の選択可能な専門科目で
ある。それらのうち、社会福祉士系の専門科目
が36単位でこれに加えて心理系科目として既述
の表１の科目が配置されている。心理系科目以
外の精神保健福祉士、健康スポーツ系の科目と
合わせて、社会福祉士国家試験受験資格取得に
加えて目指す資格として位置づけられていると
捉えられよう。ただし、社会福祉士を含めて全
て選択科目であるため、社会福祉士を目指さ
ずに認定心理士取得のみ、あるいは、例えば
認定心理士と健康スポーツ系の資格(障害者ス
ポーツ指導員、レクリエーションインストラク
ター、健康運動実践指導者)を目指すことも可
能となっている。

認定心理士の資格申請者数の推移

学生が認定心理士の資格を目指すか否かは定
員制ではなく、保健福祉専攻内において選択制
であること、卒業後に学生自らが認定心理士の
資格申請をおこなうこと等の理由により、毎年

の資格申請者数を正確に把握することは容易で
はない。一方、三年次開講の心理学基礎実験Ⅰ
及び心理学基礎実験Ⅱについては、認定心理士
取得を希望している学生のみが受講する傾向に
あることから、心理学基礎実験Ⅱの履修者を実
質的な認定心理士の有申請資格者とみなして最
近の受講者数をまとめた。また、心理学基礎実
験Ⅰ及び心理学基礎実験Ⅱは三年次開講科目で
あるので、各々の学年における翌年度の卒業時
の人数を分母として、保健福祉専攻に在籍する
学生のうち認定心理士の有申請資格者の割合を
算出することとした(ただし、平成26年度、及
び平成27年度の専攻在籍者については平成27
年11月₁日現在における各学年の在籍者とし
た)。

表₂に平成21年度から平成27年度までの認
定心理士の有申請資格者と専攻在籍者、後者
に占める前者の割合について示した。平成21
年度においては認定心理士の有申請資格者は
22名(専攻在籍者に占める割合は21.6％)、平成
22年度においては21名(専攻在籍者に占める割
合は30.9%)、平成23年度は26名(専攻在籍者に
占める割合は29.2％)、平成24年度は14名(専攻
在籍者数に占める割合は17.7%)、平成25年度
は₇名(専攻在籍者数に占める割合は9.1％)、平
成26年度は29名(専攻在籍者数に占める割合は
30.2％)、平成27年度は35名(専攻在籍者数に占
める割合は39.3％)であった。なお、平成21年度
から平成27年度までの合計は154名(専攻の在籍
者数に占める割合は25.7％)であった。
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まとめと今後の課題

本稿では、本学保健福祉学科保健福祉専攻に
おいて養成している認定心理士取得へ向けたカ
リキュラムについて紹介すること、近年の資格
取得へ向けた動向を整理することを目的とし
た。

近年の資格取得へ向けた動向を整理してみた
ところ、平成21年度から平成27年度までの合
計で認定心理士有申請資格者が154名であり、
専攻在籍者に占める割合は25.7％であった。つ
まり、保健福祉専攻に在籍した学生の₄人に
₁人が認定心理士の資格取得を目指したこと
になる。最も少ない年度は平成25年度の₇名
(9.1%)、ついで平成24年度の14名(17.7％)であ
り、それらを除くと大凡₂割から₃割の学生が
毎年認定心理士の資格取得を目指していた。ま
た、本年度は39.3％の学生が心理学基礎実験Ⅱ
を受講しており、認定心理士取得のニーズが高
まっていると捉えることができるだろう。以下
では、これらのデータをふまえ、社会福祉士と
併せて認定心理士を取得することの意味、及び
今後の展望について若干の議論をおこないた
い。

社会福祉士と併せて認定心理士を取得すること
の意味

既述のように、本専攻のカリキュラムは、社
会福祉士と併せて認定心理士の資格取得を目指
すものになっている。つまり、心理の専門性
を、学部教育を通じて身につけたうえで福祉専
門職として働くことを想定したものであるとい
えよう。実際のところ、認定心理士を取得した
卒業生の多くが、福祉専門職として働いている
ことは確かであると思われる。というのは、保
健福祉学科全体で約₇割の学生が福祉専門職と
して働いているからである。それゆえ、既述
の開講科目を通じて、例えば、高齢者、認知症
者、知的障害、発達障害児など、福祉サービス
の利用者を想定して彼らの心理特性の理解を促
すことは、福祉専門職としての学びを深めてい
くことに大きく寄与するものと思われる。ま
た、心理検査法などの科目を通じて利用者の心

理特性を客観的にアセスメントできるようにす
ること、カウンセリングなどの科目を通じて心
理援助の仕方の基本を学ぶことは、福祉専門職
の専門性に多様性を生み出すことを可能にする
ものと思われる。こうしたことをさらに活かし
て具体的に次のような展開を提案できるものと
思われる。

つまり、福祉専門職として就職を希望する
(あるいは内定した)学生を対象に、上述した高
齢者、認知症者、知的障害、発達障害など、就
職先のサービス利用者の心理特性の理解に特化
した科目を最上級生向けに設置することであ
る。現在、心理系の専門科目は(一部の他学部
履修、あるいは他学科履修の可能な科目を除い
て)保健福祉専攻の学生にのみ開講されている
が、認定心理士の資格取得を目指す学生以外に
も広く周知すると同時に、保健福祉学科のもう
一つの専攻である生活福祉専攻の学生も受講可
能にすることが望ましいだろう。

また、近年は発達障害の放課後支援をおこな
う施設が増えたことから、そういった場所への
就職を希望する学生からの相談を個人的に受け
ることが増えた。上記のような施設の増加は、
ここまで述べてきたようなサービス利用者の心
理特性を理解できる福祉専門職として職域とし
て今後注目すべきものがあると思われる。ま
た、卒業時に就職した施設からそういった別の
サービス対象の施設へと転職する卒業生も少な
からず存在する。それゆえ、上述のような科目
は卒業生のキャリアアップのために積極的に聴
講できるような仕組みを作ることが必要かもし
れない。

　
公認心理師養成開始を見据えて—今後の課題

平成27年₉月に公認心理師法案が可決され
た。心理職の国家資格化の流れの中で今後本学
がその養成を開始するか否かにかかわらず、学
部教育における心理学教育の目指す方向性とし
て以下のものがあると思われる。

第一は、心理専門職として就職させることを
念頭に置いた学生への教育である。本学の歴代
の卒業生の中にも、心理領域の勉強をさらに深
めたいと考え本学あるいは他大学の大学院に進
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学した学生や、修士号を得ると同時に臨床心
理士や臨床発達心理士(こうした資格の多くは
大学院修士課程修了を取得の前提条件としてい
る)を取得し、心理専門職として働いている者
が数こそ少ないものの存在している。こうした
卒業生を今後も引き続き輩出することは、心理
学領域における学部教育としての目標の一つで
あり続けるべきだろう。

第二は、心理職への就職を望まず一般企業や
公務員としての就職を希望する者に対して心理
学を学ぶことがどのような貢献を果たせるかと
いうことである。具体的には、常勤の教員の専
門性の問題もあり現在まで開設されていない
が、産業心理学や組織心理学など、一般企業や
公務員として就職した際に役立つと思われる応
用心理学の科目を配置したり、就職対策講座の
中に組み込んだりすることが重要であると思わ
れる。また、日本心理学会では、認定心理士
(心理調査)と呼ばれる資格を、公認心理師資格
とは別に構想中である(日本心理学会, 2015)。
心理調査や心理統計、実践などの科目を従来の
認定心理士カリキュラムに加えることで取得で
きることを念頭においている。この資格の養成
カリキュラムを批准することで、心理調査に必
要な実験、アンケート、インタビュー、観察な
どの力量を資格として認められることとなり、
一般企業や公務員として就職する際にもこれま
で以上に貢献できるものと期待できるだろう。

第三は、コメディカルの専門職を総合的に養
成している大学として、そうした専門職を目指
す学生にどのような貢献ができるかということ
である。具体的には、前項で述べたようなサー
ビス利用者を対象とした科目を全学科目として
上級生向けに配置し、サイコロジカルマインド
を持った専門職を養成することが可能であると
思われる。これまでも、医療福祉学部として
は、心理学や臨床心理学等が開講されている
が、上述の科目を全学向けに開講し、全学教育
に貢献を果たすことも大事な位置づけになろう
と思われる。

第四は、被災地にある大学として、そこで学
ぶ学生たちに心理学を通じてどのような貢献が
できるかということである。例えば、災害心理
学などの科目を配置することが可能であろう。

例えば、東日本大震災のような大災害が生じた
ときに、被災者の心理はどのような経過をたど
るのか、その時々に必要な心の支援にはどのよ
うなものがあるのか、支援者として被災地にボ
ランティアとしてどのような心構えを必要とす
るか、支援者として体験する自身のストレスに
はどのようなものがあるか、それらにどう対処
すればよいのか、そうしたことを体験的なこと
も含めて学ぶ機会を作ることが可能になる。既
に筆者の複数の講義において折に触れて断片的
に話しているところではあるが、東日本大震災
後も噴火や洪水などの自然災害が全国各所で起
こっていることからも、自分たちの被災経験を
活かして支援に当たることのできるコメディカ
ルの専門家養成に貢献できるものと思われる。

最後に、公認心理師の養成カリキュラムや国
家試験の具体が判明するにはまだ時間が必要で
ある。それゆえ、国家資格としての心理師資格
と、認定心理士をはじめとする従来の資格との
関係性の変化に着目しつつ、どのようなカリ
キュラム運営が学生のニーズに応えるものなの
か真摯に議論を重ねていきたいと考えている。
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